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『
日
本
中
世
村
落
文
書
の
研
究
』
そ
の
後

薗　

部　

寿　

樹

研
究
ノ
ー
ト

は
じ
め
に

　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
、
私
は
小
さ
子
社
か
ら
『
日
本
中
世
村
落
文
書
の
研
究
―

村
落
定
書
と
署
判
―
』
を
上
梓
し
た
（
１
）。
そ
の
主
要
目
次
を
示
す
。

『
日
本
中
世
村
落
文
書
の
研
究
―
村
落
定
書
と
署
判
―
』
主
要
目
次

序
章

第
一
部　

村
落
文
書
の
形
成
と
村
落
定
書

第
一
章　

村
落
文
書
の
形
成
―
荘
園
公
領
制
と
の
関
連
か
ら
―

第
二
章　

村
落
定
書
の
世
界

第
三
章　

村
落
定
書
の
成
立
と
変
遷
―
文
書
様
式
の
観
点
か
ら
―

第
四
章　

村
落
定
書
の
源
流
―
注
置
状
と
置
文
―

付
論
一　

丹
波
国
山
国
荘
の
紛
失
定
書

第
二
部　

村
落
文
書
の
署
判

第
五
章　

村
落
定
書
の
署
判

第
六
章　

村
落
文
書
の
惣
判
・
惣
印

第
七
章　

惣
判
・
惣
印
の
形
成
と
そ
の
意
義

第
八
章　

丹
波
国
山
国
荘
に
お
け
る
木
印
署
判

付
論
二　

山
国
荘
井
戸
村
江
口
家
の
木
印

終
章

　

し
か
し
出
版
後
、
す
ぐ
に
私
の
見
落
と
し
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
。
た
だ

新
た
な
史
料
の
発
見
（
再
発
見
）
や
新
し
い
視
点
の
出
現
は
不
可
避
の
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
歓
迎
す
べ
き
事
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
論
文
集
を
出
し
た
者
の
務
め
と
し
て
、
本
ノ
ー
ト
は
拙
著
『
日
本
中
世

村
落
文
書
の
研
究
』
出
版
後
に
見
出
し
た
点
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
紀
伊
国
和
太
荘
公
文
林
家
文
書
の
村
落
定
書

　

拙
著
を
出
版
し
た
時
期
と
同
じ
二
〇
一
八
年
一
〇
月
、
第
九
回
中
世
地
下
文
書

研
究
会
が
京
都
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
和
歌
山
市
立
博
物
館
の
小
橋
勇
介
氏

に
よ
る
「
地
下
文
書
を
伝
来
す
る
家
に
関
す
る
考
察
―
紀
伊
国
の
林
家
文
書
と
向

井
家
文
書
を
事
例
に
―
」
と
い
う
興
味
深
い
研
究
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
（
２
）。

　

小
橋
報
告
で
は
、
林
家
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
同
家
の
文
書
は
和
歌
山
市

立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
調
査
途
中
で
学
界
に
は
詳
細
な
報
告
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は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
林
家
は
紀
伊
国
和
太
荘
公
文
の
家
柄
で
あ
る
。
公
文
の
文

書
が
地
下
文
書
で
あ
る
こ
と
を
軸
と
し
て
、
さ
ら
に
和
太
荘
崩
壊
後
、
地
士
（
郷

士
）
や
中
言
社
神
主
と
し
て
林
家
が
生
き
延
び
て
い
っ
た
展
開
を
、
小
橋
氏
は
跡

付
け
た
。

　

こ
の
林
家
文
書
の
な
か
に
、
私
は
二
通
の
村
落
定
書
を
見
出
し
た
（
小
橋
氏
の

レ
ジ
ュ
メ
に
よ
る
）。
ま
ず
そ
の
二
通
を
改
め
て
紹
介
す
る
（
３
）。

史
料
１　

一
四
四
六
（
文
安
三
）
年
九
月
日
五
ヶ
庄
四
ヶ
郷
笠
懸
射
手
置
文

（
林
家
文
書
九
六
号
）

　
　
（
端
裏
書
）「
吉
原
郷
九
月
御
神
事
い（射
手
）て
の
日
記
」

　
　

定
置　

五
ヶ
庄
四
ヶ
郷
御
か（
笠
懸
）

さ
か
け
い
て
の
事

　
　
　
　
　

合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
村

　
　
　

左　

田
所
殿
・
惣
追
捕
使　
　
　
　
　

武
□
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
幸
（
花
押
）

　
　

一
中　

地
頭
御
方
御
代
官
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林

　
　
　

右　

土
屋
殿
・
公
文
殿　
　
　
　
　
　

秀
光
（
花
押
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
幸
（
花
押
）

　
　

右
、
任
於
向
後
者
、
此
旨
座
し
て
、
毎
年
御

　
　

神
（
被
カ
）

事
彼
取
納
候
へ
く
候
、
仍
為
後
日
、
置
文
之

　
　

状
、
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
光
（
花
押
）
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文
安
三
年
丙寅
九
月
日　
　
　

土
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
頭
御
代
官
六
郎
（
花
押
）

　
　
　

同
中
間
ハ
い
つ
れ
も
年
次
第
ニ
座
し
て

　
　
　

候
へ
く
候

　
　

如
此
置
文
、
田
所
方
・
土
屋
方
ニ
在
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※　
　
　

※　
　
　

※

史
料
２　

一
四
九
四
（
明
応
三
）
年
正
月
七
日
和
太
荘
吉
原
座
定
書

（
林
家
文
書
一
五
八
号
）

　
　
（
端
裏
書
）「
甲
寅
吉
原
座
衆
定
所
状
」

　
　

和
太
庄
吉
原
座
衆
入
候
付
、
前
後
お
定
候
、

　
　

藤
原
之
衛
門
三
郎
よ
り
下
お
定
所
如
件
、

　
　
　
　
　

合
明
応
三
年
甲寅
正
月
七
日
ヨ
リ

　
　

一
番　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　
　

藤
原
衛
門
九
郎　
　
　
　
　

藤
原
衛
門
四
郎

　
　

三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　

忌
部
刑
部
大
郎　
　
　
　
　

紀
之
源
志

　
　

五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

　
　
　

紀
之
平
二
郎　
　
　
　
　
　

藤
原
宮
松

　
　

七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八

　
　
　

藤
原
刀
袮
法
師　
　
　
　
　

藤
原
森
楠

　
　

九　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十

　
　
　

藤
原
宮
石　
　
　
　
　
　
　

忌
部
松
石

　
　

十
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
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藤
原
千
代
法
師　
　
　
　
　

藤
原
宮
鶴

　
　

十
三　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
四

　
　
　

忌
部
宮
法
師　
　
　
　
　
　

藤
原
若
松

　
　

十
五　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六

　
　
　

藤
原
岩
法
師　
　
　
　
　
　

忌
部
二
郎

　
　

十
七　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
八

　
　
　

忌
部
楠
法
師　
　
　
　
　
　

紀
之
宮
法
師

　
　

十
九　
　
　
　
　
　

 
廿　
　
　

 　
　

廿
一

　
　
　

藤
原
兵
衛
二
郎　
　

 
藤
原
楠
石　
　

 

藤
原
寅
石

　
　

廿
二　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
三

　
　
　

藤
原
楠
法
師　
　
　
　
　
　

藤
原
ト
ラ
法
師

　
　

廿
四　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
五

　
　
　

藤
原
菊
石　
　
　
　
　
　
　

紀
之
楠
千
代

　

史
料
１
は
、
五
ヶ
庄
（
和
太
荘
）
四
ヶ
郷
に
お
け
る
九
月
の
笠
懸
神
事
に
関
す

る
置
文
で
あ
る
。
端
裏
書
に
は
日
記
の
文
言
が
あ
る
が
、
本
文
中
に
置
文
と
あ
る

の
で
、
置
文
と
み
な
し
た
。
末
尾
に
「
中
間
」
と
あ
る
の
は
神
事
仲
間
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

地
頭
代
官
が
中
座
の
上
座
、
田
所
・
惣
追
捕
使
が
左
座
の
上
座
、
土
屋
と
公
文

が
右
座
の
上
座
。
そ
れ
以
外
の
一
般
座
衆
で
あ
る
「
中
間
」
は
年
次
第
（
年
臈
次

第
と
い
う
こ
と
か
）
に
着
座
す
る
と
い
う
も
の
。
公
文
の
み
な
ら
ず
田
所
や
土
屋

に
も
、
こ
の
置
文
の
案
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
全
荘
的
に
共
有
さ
れ
た

文
書
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
置
文
は
、現
状
記
録
的
な
内
容
と
い
え
よ
う
。

　

史
料
２
は
、
和
太
荘
吉
原
郷
鎮
守
吉
言
神
社
「
吉
原
座
」
に
入
っ
た
座
衆
の
入

座
順
を
確
定
し
た
定
書
で
あ
る
。
藤
原
衛
門
三
郎
以
降
に
入
座
し
た
者
に
番
号
を

付
け
て
順
番
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
定
書
作
成
の
背
景
が
今
一
つ
不
明
で
あ
る

が
、
た
ぶ
ん
同
時
に
入
座
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
そ
の
入
座
順
を
取

り
決
め
て
示
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
入
座
順
に
頭
役
等
を
勤
仕
す
る
慣
例

を
維
持
す
る
た
め
の
方
策
で
は
あ
る
が
、
現
状
記
録
的
と
は
言
い
が
た
い
。
短
期

間
に
大
勢
の
入
座
衆
が
出
現
し
た
と
い
う
新
た
な
変
化
に
対
す
る
対
応
と
い
う
点

で
、
現
状
変
更
的
な
内
容
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
二
通
の
村
落
定
書
は
、
刀
袮
・
公
文
の
家
で
あ
る
林
家
に
伝
来
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
点
だ
け
を
み
れ
ば
村
落
文
書
以
外
に
伝
来
し
た
広
義
の
村
落
定
書

と
い
う
こ
と
に
な
る
（
村
落
文
書
に
伝
来
し
た
も
の
が
狭
義
の
村
落
定
書
）。

　

し
か
し
、
拙
著
表
２
―
１
な
ら
び
に
同
第
三
章
に
み
る
よ
う
に
、
若
狭
国
多
烏

浦
刀
袮
の
秦
家
文
書
（
同
表
13
番
な
ど
）、
紀
伊
国
賀
太
荘
公
文
の
向
井
家
文
書

に
伝
来
し
た
村
落
定
書
（
同
表
65
番
な
ど
）
を
、
私
は
村
落
文
書
に
伝
来
し
た
村

落
定
書
と
同
等
に
扱
っ
た
。
ま
た
本
来
は
刀
袮
家
の
文
書
で
あ
っ
た
が
、
刀
袮
職

の
移
動
に
よ
り
松
尾
寺
に
伝
来
し
た
村
落
定
書
（
同
表
１
番
）
も
同
様
に
扱
っ
た
。

そ
こ
で
こ
の
林
家
文
書
の
村
落
定
書
二
通
も
、
村
落
文
書
中
の
も
の
と
同
等
の
も

の
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
い
。

　

刀
袮
な
ど
在
地
荘
官
の
家
文
書
中
に
伝
来
し
た
村
落
定
書
を
、
な
ぜ
村
落
文
書

中
の
も
の
と
同
等
に
扱
う
の
か
。
拙
著
で
は
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
を
詳
し
く
説
明

し
な
か
っ
た
の
で
、
補
足
し
て
お
く
。

　

拙
著
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
村
落
が
文
書
を
作
成
し
は
じ
め
る
契
機
の
一
つ

に
、
村
落
成
員
が
在
地
荘
官
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
刀
袮
・
公
文
の

職
掌
も
村
落
文
書
作
成
の
機
縁
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
刀
袮
や
公
文
の
職
そ
の
も

の
も
村
落
集
団
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
公
文
の
よ
う
な
下
級
荘
官
の
家
文
書
は
ほ
と
ん
ど
伝
来
し
て
い
な
い（
４
）。
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そ
れ
は
、
多
く
の
公
文
や
刀
袮
が
荘
園
の
衰
退
・
解
体
と
と
も
に
没
落
し
た
た
め
、

家
文
書
も
散
佚
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
村
落
文
書
に
は
村
落
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
文
書
な
ど
、
村
落
が
主
体

的
に
作
成
し
た
と
は
考
え
に
く
い
文
書
も
伝
来
し
て
い
る
。
こ
の
事
を
勘
案
す
る

と
、
現
存
の
村
落
文
書
に
は
没
落
し
た
公
文
や
刀
袮
の
家
文
書
が
流
入
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
刀
袮
・
公
文
の
職
が

村
落
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
中
世
前
期
以
来
の
刀
袮
・
公
文
の
家
に
伝
来
し
た
村
落
定

書
も
村
落
文
書
と
同
等
の
も
の
と
み
な
し
た
次
第
で
あ
る
。

二
　
木
印
署
判

　

拙
著
第
二
部
で
は
、
村
落
文
書
中
の
署
判
に
つ
い
て
扱
っ
た
。
そ
の
う
ち
第
八

章
と
付
論
二
で
、
丹
波
国
山
国
荘
に
伝
来
す
る
木
印
署
判
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

こ
の
木
印
署
判
に
関
し
て
、
二
点
補
足
す
る
。

（
一
）
丹
波
国
山
国
荘
菅
河
宏
家
文
書
に
み
え
る
「
極
印
」

　

拙
著
刊
行
後
、
大
貫
茂
紀
氏
か
ら
、
菅
河
宏
家
文
書
に
み
え
る
「
極
印
」
に
つ

い
て
ご
教
示
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
そ
の
文
書
を
紹
介
す
る
。
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史
料
３　

年
未
詳
奉
進
啓
（
菅
河
宏
家
文
書
Ａ
―
ａ
―
１
―
１
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
裏
書
）「
黒
田
■
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

預
ケ
山
」

　
　
　
　
　
　

奉
進
啓

　
　

一
一
昨
日
御
断
申
上
候
灰
屋
村
論
山
ニ
而
京
安
居
院
近
江
屋
伊
左
衛
門

　
　
　

買
請
被
申
、
毎
日
大
勢
日
用
を
入
運
ヒ
取
申
候
ニ
付
、
又　
　
　
　

　
　
　

昨
日
黒
田
三
ヶ
村
よ
り
三
四
人
参
り
、
灰
屋
村
よ
り
伐
置
候
松
木
ニ

　
　
　

極
印
を
入
申
候
処
ニ
、
灰
屋
村
之
者
共
大
勢
出
相
、
理
不
尽
ニ　
　

　
　
　

極
印
弐
丁
う
ば
い
取
候
故
、
仕
形
な
く
極
印
渡
し
罷
帰
候
、
然
も　

　
　
　

此
極
印
と
申
者
、
例
年
材
木
川
下
し
之
時
分
、
川
日
記
之
奥
ニ　
　

　
　
　

判
形
ニ
押
処〻
候
ニ
付
、
則
鏡
判
江
戸
様
へ
差
上
ケ
置
申
候
、
則
毎
度

　
　
　

当
月
中
ニ
御
帳
面
押
シ　

江
戸
様
へ
差
上
ケ
候
、
然
も
当
月
廿
九
日

　
　
　

亀
山
御
役
所
へ
右
之
極
印
持
参
可
仕
旨
、
御
廻
状
頂
戴
仕
候
、　　

　
　
　

■
■
■
則
此
極
印
弐
丁
共
ニ
明
後
廿
九
日
ニ　

亀
山
御
役
所
へ　
　

　
　
　

罷
出
、
帳
面
ニ
押
シ
不
申
候
な
ハ
叶
不
申
候
、
何
と
そ
御
慈
悲
ニ
此

　
　
　

極
印
返
シ
候
様
ニ
被
為
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
有
難
□
可
奉
存
候
、　　

　
　
　

■
■
■
■　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

右
之
通
ニ
御
座
候
間
、
御
慈
悲
ニ
右
之
極
印
今
明
日
中
ニ　
　
　
　

　
　
　

相
渡
し
候
様
ニ
御
申
付
奉
願
候

※
裏
書
の
「
黒
田
■
分　

預
ケ
山
」
は
上
下
逆
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
石
川
達
也

氏
の
ご
教
示
）

　

若
干
判
読
で
き
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
史
料
３
の
主
な
内
容
は
下
記
の
通

り
で
あ
ろ
う
。

①
黒
田
三
ヶ
村
と
灰
屋
村
と
が
係
争
中
の
山
を
京
安
居
院
近
江
屋
伊
左
衛
門
が
買

い
受
け
、
毎
日
、
材
木
を
運
ば
せ
て
い
た
。

②
昨
日
、
黒
田
三
ヶ
村
か
ら
来
た
三
〜
四
人
が
灰
屋
村
か
ら
伐
採
し
た
材
木
に 

「
極
印
」
を
入
れ
た
。

③
そ
れ
に
対
し
て
灰
屋
村
の
者
共
が
大
勢
で
あ
い
、
理
不
尽
に
も
「
極
印
弐
丁
」

を
奪
い
取
っ
た
。

④
こ
の
「
極
印
」
と
い
う
の
は
例
年
材
木
の
川
流
し
の
時
分
に
「
川
日
記
」
の
奥

に
判
形
と
し
て
押
す
も
の
で
あ
る
。

⑤
「
極
印
」
の
「
鏡
判
」
を
「
江
戸
様
」
に
差
し
上
げ
て
い
る
。
毎
度
、
そ
の
月

内
に
「
御
帳
面
」
に
「
極
印
」
を
押
し
て
、「
江
戸
様
」
へ
差
し
上
げ
て
い
る
。

⑥
し
か
も
当
月
二
九
日
に
「
亀
山
御
役
所
」
に
こ
の
「
極
印
」
を
持
参
す
る
よ
う

に
と
の
「
御
廻
状
」
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
も
し
「
極
印
弐
丁
」
を
持
参
し
て

「
帳
面
」
に
「
極
印
」
を
押
さ
な
け
れ
ば
、
か
な
わ
な
い
状
況
に
あ
る
。

⑦
今
日
・
明
日
中
に
「
極
印
」（「
極
印
弐
丁
」）
を
黒
田
三
ヶ
村
側
に
返
却
す
る
よ 

う
、
灰
屋
村
に
ご
命
令
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
①
〜
③
か
ら
、
黒
田
三
ヶ
村
と
灰
屋
村
が
係
争
中
の
「
論
山
」
の
材
木
を

近
江
屋
伊
左
衛
門
が
買
い
受
け
た
。
伊
左
衛
門
に
売
る
た
め
に
灰
屋
村
が
伐
採
し

た
木
に
黒
田
三
ヶ
村
の
者
が
「
極
印
」
を
押
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
勢
で
押
し

寄
せ
た
灰
屋
村
の
者
た
ち
が
黒
田
側
の
「
極
印
弐
丁
」
を
奪
い
取
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
伊
左
衛
門
に
売
る
材
木
が
黒
田
側
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
た

め
、黒
田
側
が
「
極
印
」
を
押
し
て
い
る
。
こ
の
「
極
印
」
の
形
状
は
不
明
だ
が
、

こ
れ
が
木
印
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
④
で
示
さ
れ
た
よ
う
に「
極
印
」

は
材
木
の
筏
流
し
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
案
件
の
よ
う
に
川
流
し
で
は

な
く
と
も
、材
木
の
所
有
権
を
示
す
た
め
に「
極
印
」が
押
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
灰
屋
村
は
黒
田
側
の
「
極
印
弐
丁
」
を
奪
い
取
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っ
た
。「
弐
丁
」と
あ
る
の
で
、こ
れ
は「
極
印
」を
押
す
道
具
に
違
い
な
い
。「
丁
」

と
い
う
記
載
か
ら
す
る
と
、黒
印
（
墨
）
の
鏝こ
て

か
焼
き
印
の
鏝
か
も
し
れ
な
い
（
拙

著
付
論
二
）。

　

そ
し
て
⑤
に
よ
る
と
、「
極
印
」
の
「
鏡
判
」
す
な
わ
ち
照
合
す
る
た
め
の
印

影
を
載
せ
た
「
御
帳
面
」
を
、「
江
戸
様
」
に
差
し
上
げ
て
い
る
と
い
う
。
黒
田

三
ヶ
村
と
灰
屋
村
は
承
応
（
一
六
五
二
〜
五
五)

か
ら
明
暦
（
一
六
五
五
〜
五
八
）

に
か
け
て
、
旗
本
田
中
氏
の
支
配
下
に
は
い
っ
て
い
る
（
５
）。
従
っ
て
こ
の
「
江

戸
様
」
と
は
旗
本
田
中
氏
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
⑥
、
当
月
二
九
日
に
は
「
極
印
弐
丁
」
を
「
亀
山
御
役
所
」
に
持
参
し

て
「
帳
面
」
に
「
極
印
」
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。「
亀
山
御
役
所
」

は
田
中
氏
の
知
行
支
配
を
現
地
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
今

日
・
明
日
中
に
は
「
極
印
弐
丁
」
を
灰
屋
村
か
ら
返
却
さ
せ
る
よ
う
に
お
命
じ
い

た
だ
き
た
い
と
歎
願
し
て
い
る
。

　

秋
山
国
三
氏
に
よ
る
と
、
一
七
〇
二
（
元
禄
一
五
）
年
に
田
中
氏
の
知
行
は
幕

府
に
没
収
さ
れ
る
と
い
う
。
従
っ
て
こ
の
文
書
は
、
一
六
五
二
年
か
ら
一
七
〇
二

年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

中
世
か
ら
近
世
を
通
し
て
、
木
印
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
示
す

史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
点
で
、
こ
の
文
書
に
記
さ
れ
た
状
況
は
と
て
も
興

味
深
い
。
あ
ら
た
め
て
大
貫
氏
の
ご
教
示
に
厚
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
２
）
奥
山
広
河
原
の
木
印
署
判
と
木
印

　

山
国
荘
本
郷
・
黒
田
の
木
印
署
判
は
、
近
世
初
頭
一
七
世
紀
中
頃
で
ほ
ぼ
途
絶

え
る
（
拙
著
第
八
章
な
ら
び
に
表
８
―
１
）。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
一
七
世
紀
後

半
に
惣
庄
山
（
奥
山
）
の
な
か
の
広
河
原
に
お
い
て
木
印
署
判
の
使
用
が
増
加
す

る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
拙
著
で
は
何
も
考
察
し
て
い
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
漠
然

と
、
広
河
原
に
お
け
る
木
材
の
切
り
出
し
が
顕
著
に
な
っ
た
せ
い
か
と
思
っ
て
い

た
。
し
か
し
改
め
て
先
行
研
究
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
事
情
は
さ
ほ
ど
単
純
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

藤
田
叔
民
氏
・
富
井
康
夫
氏
に
よ
る
と
、
惣
庄
山
か
ら
の
木
材
切
り
出
し
・
筏

流
し
は
基
本
的
に
近
世
を
通
し
て
山
国
荘
本
荘
と
黒
田
に
独
占
さ
れ
て
お
り
、
惣

庄
山
の
住
人
は
そ
の
権
益
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
（
６
）。
そ
れ
で
は
、
一
七
世

紀
後
半
以
降
の
奥
山
広
河
原
の
木
印
署
判
の
も
と
に
な
る
木
印
は
、
い
っ
た
い
何

に
押
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
拙
著
刊
行
後
も
漠
然
と
考
え
て
い
た
折
、
や
は
り
第
九
回
中
世
地

下
文
書
研
究
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
大
村
拓
生
氏
の
「
久
多
荘
に
お
け
る
売
券

と
署
判
」
に
接
し
た
。
こ
の
報
告
は
、
山
城
国
久
多
荘
に
お
け
る
木
印
署
判
を
詳

細
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
で
、
久
多
荘
に
お
け
る
木
印
は
炭
俵

に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
指
摘
を
う
け
て
、
私
は
す
ぐ
に
広
河
原
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
。
材
木

切
り
出
し
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
広
河
原
の
住
人
は
、
炭
な
ど
の
木
材
加
工
品

を
生
業
と
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
炭
は
重
量
が
あ
る
の
で
、
振
り

売
り
に
は
む
か
な
い
。
そ
こ
で
炭
を
俵
に
入
れ
て
運
搬
し
、
契
約
関
係
が
あ
る
市

街
地
の
見
世
棚
に
置
い
て
販
売
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
８
）。
そ
の
際
に
ど
こ
で
生
産

し
た
炭
で
あ
る
か
を
明
示
す
る
た
め
に
、
炭
俵
に
木
印
を
押
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

以
上
の
推
察
が
正
し
い
と
す
る
と
、
一
七
世
紀
後
半
、
奥
山
広
河
原
で
木
印
署

判
が
増
加
し
た
の
は
、
木
材
の
筏
流
し
で
は
な
く
、
炭
な
ど
の
木
材
加
工
品
の
販
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売
増
加
に
伴
う
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

　

今
回
、
狭
義
の
村
落
定
書
二
通
（
置
文
と
定
書
）
を
新
た
に
見
出
し
た
こ
と
に

よ
り
、
私
が
把
握
し
て
い
る
村
落
定
書
は
三
〇
四
通
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
大
村
拓
生
氏
が
天
龍
寺
の
「
木
口
印
」
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
こ
と

を
申
し
添
え
て
お
く
（
９
）。
今
後
さ
ら
に
木
印
の
類
例
が
み
つ
か
っ
て
い
く
こ
と

と
思
う
。

　

以
上
で
、
補
足
を
終
え
る
。
な
お
拙
著
の
終
章
と
あ
と
が
き
に
誤
記
が
そ
れ
ぞ

れ
一
つ
ず
つ
あ
っ
た
。
三
二
八
頁
九
行
目
「
彼
ら
の
」
は
「
彼
ら
が
」
の
誤
記
で

あ
る
。
三
三
一
頁
四
行
目
「
表
３
―
10
」
は
「
表
３
―
11
」
の
誤
記
で
あ
る
。
お

詫
び
し
て
、
訂
正
し
た
い
。

　

春
田
直
紀
編
『
中
世
地
下
文
書
の
世
界
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
そ
し

て
拙
著
の
出
版
に
よ
っ
て
、
村
落
文
書
・
地
下
文
書
を
研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性

や
面
白
さ
が
少
し
で
も
伝
わ
り
、
若
い
研
究
者
諸
氏
の
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
く

こ
と
を
改
め
て
期
待
し
た
い
。

注（
１
）　

薗
部
『
日
本
中
世
村
落
文
書
の
研
究
―
村
落
定
書
と
署
判
―
』（
小
さ
子 

社
、
二
〇
一
八
年
）。

（
２
）　

小
橋
勇
介
「
地
下
文
書
を
伝
来
す
る
家
に
関
す
る
考
察
―
紀
伊
国
の
林
家

文
書
と
向
井
家
文
書
を
事
例
に
―
」（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
五
日
中
世
地

下
文
書
研
究
会
レ
ジ
ュ
メ
）。

（
３
）　

文
書
名
は
薗
部
に
よ
る
。
林
家
文
書
の
番
号
は
小
橋
勇
介
氏
に
よ
る
。
な

お
和
歌
山
市
立
博
物
館
架
蔵
の
文
書
写
真
（
小
橋
氏
撮
影
）
に
よ
り
読
み
を

改
め
た
。

（
４
）　

高
橋
傑
「
鎌
倉
期
公
文
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
」（『
民
衆
史
研
究
』
七
四

号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
５
）　

秋
山
国
三
「
近
世
山
国
の
領
主
支
配
と
貢
租
」（
同
志
社
大
学
人
文
科
学

研
究
所
編
『
林
業
村
落
の
史
的
研
究
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
七
年
、

一
三
七
〜
一
三
八
頁
）。

（
６
）　

藤
田
叔
民
「
近
世
山
国
材
の
流
通
構
造
」・
富
井
康
夫
「
近
世
枝
郷
広
河

原
村
の
土
地
保
有
と
抵
抗
」（
い
ず
れ
も
前
掲
注
（
５
）『
林
業
村
落
の
史
的

研
究
』）。

（
７
）　

前
掲
注
（
６
）
富
井
論
文
、
二
六
八
頁
。

（
８
）　

広
河
原
の
主
力
産
業
で
あ
る
炭
は
、
鞍
馬
の
炭
問
屋
を
経
由
し
て
京
の
町

中
に
届
け
ら
れ
た
と
い
う
（
宇
野
日
出
夫
「
広
河
原
」、『
京
都
左
京　

あ
ゆ

み
と
く
ら
し
』、
京
都
市
左
京
区
役
所
、
二
〇
一
六
年
）。

（
９
）　

大
村
拓
生
「
中
世
阿
波
国
の
木
材
産
出
と
流
通
の
展
開
」（
地
方
史
研
究

協
議
会
編
『
徳
島
発
展
の
歴
史
的
基
盤
―
「
地
力
」
と
地
域
社
会
―
』、
雄

山
閣
、
二
〇
一
八
年
、
一
五
九
〜
六
〇
頁
）。

【
付
記
】
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
八
日
中
央
大
学
山
国
荘
調
査
団
研
究
会
（
於
京

都
府
立
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ハ
ウ
ス
）
で
、
本
報
告
を
し
た
。
ご
教
示
い
た
だ
い
た
坂

田
聡
氏
・
岡
野
友
彦
氏
を
は
じ
め
研
究
会
の
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

林
家
文
書
写
真
の
利
用
と
掲
載
に
つ
い
て
は
、
撮
影
者
の
小
橋
勇
介
氏
な
ら

び
に
和
歌
山
市
立
博
物
館
の
ご
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
同
氏
・
同
館
に
感
謝
申
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薗部：『日本中世村落文書の研究』その後

し
上
げ
ま
す
。

　
　

な
お
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
「
地
下
文
書
論
に
よ

る
中
世
文
字
史
料
研
究
の
再
構
築
」（
研
究
代
表
者
春
田
直
紀
。
課
題
番
号

18H
00712

）
な
ら
び
に
同
「
中
世
・
近
世
在
地
文
書
の
様
式
・
機
能
の
変
遷

と
中
世
文
書
群
の
構
造
的
変
容
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
坂
田
聡
。
課

題
番
号17H

02390
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


